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山形県告示第846号

　予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項の規定により予防接種法（昭和23年法律第68号）第３条

及び第６条の規定による予防接種を行う医師及び予防接種を行う主たる場所は、次のとおりである。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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山形県告示第847号

　次の医師は、予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項の規定による予防接種の実施に関し協力す

る医師でなくなった。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

個　別　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所
医　　　師　　　氏　　　名

所　　　在　　　地医　療　機　関　名

西村山郡朝日町大字宮宿843番地朝 日 町 立 病 院髙 橋　 潤

村山市楯岡新町二丁目７番17号
医療法人羽根田医院はんだクリ

ニック
半 田 和 広

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院野 呂 瑞 佳

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院大 竹 和 久

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院柴 田 健 一

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院山 口 裕 之

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院佐 野 嘉 絋

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院岩 場 晶 子

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院芳 賀 弘 明

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院神 部 裕 美

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院髙 橋 光 浩

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院野 村 和 弘

新庄市城西町４番地の32新 庄 整 形 外 科 医 院今 田 雅 人

新庄市金沢字西ノ山3027番地の４新 庄 市 薬 師 園宍 戸 善 郎

新庄市大字福田806番地新 庄 明 和 病 院富 田 晋 吾

新庄市東谷地田町５番地の７東 山 整 形 ク リ ニ ッ ク田 中 井　 道　 夫

新庄市若葉町12番地の55山 形 県 立 新 庄 病 院豊　 田　 健 太 郎

最上郡金山町大字金山548番地の２金 山 町 立 病 院木　 村　 ま り 子

予　防　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所
医　　　師　　　氏　　　名

所　　　在　　　地医　療　機　関　名

最上郡金山町大字金山548番地の２金 山 町 立 病 院加 藤 喜 信
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山形県告示第848号

　予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項の規定により予防接種を行う医師について、次のとおり

予防接種を行う主たる場所（氏名）の変更があった。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第849号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変　更　年　月　日

予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

医　　師　　氏　　名

変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成15. 5. 2

山形大学医学部附属病

院

山形市飯田西二丁目２

番２号

山形県立新庄病院

新庄市若葉町12番地の

55
野 呂 瑞 佳

　同　

山形大学医学部附属病

院

山形市飯田西二丁目２

番２号

山形県立新庄病院

新庄市若葉町12番地の

55
柴 田 健 一

　同　

山形大学医学部附属病

院

山形市飯田西二丁目２

番２号

山形県立新庄病院

新庄市若葉町12番地の

55
山 口 裕 之

　同　

山形大学医学部附属病

院

山形市飯田西二丁目２

番２号

山形県立新庄病院

新庄市若葉町12番地の

55
芳 賀 弘 明

　同　

山形大学医学部附属病

院

山形市飯田西二丁目２

番２号

山形県立新庄病院

新庄市若葉町12番地の

55
神 部 裕 美

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成15． 8.25訪 問 介 護
はーと＆はーと訪問看護事業所

山形市鳥居ケ丘14番２号

有限会社はーと＆はーとケア

センター

山形市鳥居ケ丘14番２号

同　　　8.26訪 問 看 護
はーと＆はーと訪問看護事業所

山形市鳥居ケ丘14番２号

有限会社はーと＆はーとケア

センター

山形市鳥居ケ丘14番２号

同　　　8.28
訪問介護及び福祉

用具貸与　　　　

ＪＡやまがた福祉センター

東村山郡山辺町近江７番地１

山形農業協同組合

山形市旅篭町一丁目12番35号

同　　　8.29訪 問 介 護
みゆきヘルパーステーション

上山市弁天二丁目２番11号

医療法人社団みゆき会

上山市弁天二丁目２番11号

同訪 問 介 護
ハート訪問介護ステーション

山形市春日町５番15号

有限会社ケアエンタープライ

スサポートオフィス

東京都江東区有明三丁目１番
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山形県告示第850号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第10条の規定により、漁業権の設定について、次のとおり免許した。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第851号

　河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じた。

　なお、関係図面は、土木部河川砂防課及び最上総合支庁建設部建設総務課において縦覧に供する。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　河川の名称

　　一級河川最上川水系最上小国川

２　廃川敷地等が生じた年月日

　　平成15年９月１日

３　廃川敷地等の位置

　　最上郡最上町大字大堀字瀬見977-2

４　廃川敷地等の種類及び数量

　　土地　267.00㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第852号

　建設業法(昭和24年法律第100条）第28条第３項の規定により次のとおり営業停止を命じた。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　 　処分をした年月日

　　　　平成15年９月４日

　　 　処分を受けた者

　　　イ　商号　佐藤建設株式会社

　　　ロ　主たる営業所の所在地　東田川郡立川町大字立谷沢字瀬場12

漁業権の免許年月日　　漁 業 権 の 内 容　　
　　漁 業 の 免 許 を 受 け た 者　　

免許番号
名　　　　称住　　　　所

平成15. 9. 1

平成15年５月県告示第580号（以

下「告示」という。）第１項第

１号に記載のとおり

山形県漁業協同組合
酒田市船場町二丁目

２番１号

海　共

第１号

同

告示第２項第１号に記載のとお

り。ただし、第二種共同漁業さ

け小型定置漁業は11統以内、第

二種共同漁業ます小型定置漁業

は10統以内とする。

同同
海　共

第２号

同

告示第３項第１号に記載のとお

り。ただし、第二種共同漁業さ

け小型定置漁業は７統以内、第

二種共同漁業ます小型定置漁業

は７統以内とする。

同同
海　共

第３号

同

告示第４項第１号に記載のとお

り。ただし、第二種共同漁業さ

け小型定置漁業は６統以内、第

二種共同漁業ます小型定置漁業

は６統以内とする。

同同
海　共

第４号
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　　　ハ　代表者の氏名　佐藤　邦夫

　　　ニ　許可番号　山形県知事許可（般・特―12）第700111号

　　 　処分の内容

　建設業の営業のうち、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第1に掲げる公共法人（地

方公共団体を除く。）若しくは建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人が発注者

である建設工事又は建設費について国若しくは地方公共団体の補助金等の交付を受けている建設工事で、土

木工事業に係るもの（下請契約によるものを含む。）について、平成15年9月16日から平成15年９月30日まで

の15日間の営業の停止

　　 　処分の原因となった事実

　佐藤建設工業株式会社が、山形県発注の平成13年度北月山地区中山間地域総合整備事業第４工区工事（中

島排水路）の施工について同社と下請契約を締結した株式会社斎藤組が同工事の施工を他人に一括して請負

わせた事実を容易に知りうる立場にありながら、同社に対し適切な指示をせず同工事を施工した株式会社カ

ンワ開発に対し当該施工についての指示をしたことは、建設業法第28条第１項第２号に該当する。

２　 　処分をした年月日

　　　　平成15年９月４日

　　 　処分を受けた者

　　　イ　商号　佐藤建設株式会社

　　　ロ　主たる営業所の所在地　東田川郡立川町大字立谷沢字瀬場12

　　　ハ　代表者の氏名　佐藤　邦夫

　　　ニ　許可番号　山形県知事許可（般・特―12）第700111号

　　 　処分内容

　建設業の営業のうち、国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）若

しくは建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は建設費について国若しくは地方

公共団体の補助金等の交付を受けている建設工事で、土木工事業に係るもの（下請契約によるものを含む。）

について、平成15年10月１日から平成15年10月７日までの７日間の営業の停止

　　 　処分の原因となった事実

　佐藤建設株式会社が、山形県発注の平成13年度北月山地区中山間地域総合整備事業第４工区工事（中島用

水路・生繰沢用水路）の施工に関し下請契約を締結していたにもかかわらず、建設工事請負契約約款に基づ

く下請報告及び工事完了後の度重なる発注者からの事情聴取においても下請契約を締結していない旨の報告

及び回答したことは、建設業法第28条第１項第２号に該当する。

  教育委員会関係  

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第12号

　山形県教育委員会９月定例会を次のとおり招集した。

　　平成15年９月９日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　　　　　博

１　招集の日時　　平成15年９月10日（水）　午後１時

２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

　 　平成15年度山形県教育功労者表彰被表彰者の決定について

　 　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見について

　 　平成16年度公立学校教職員人事異動方針について 
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  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第116号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成15. 4.24解　　　　散村山みのる後援会

平成15. 4.30解　　　　散竹田かずよし後援会

平成15. 5. 1解　　　　散小川利行後援会

平成15. 5. 1解　　　　散鶴岡市議会政友公明クラブ

平成15. 5.15解　　　　散斎藤金男後援会

平成15. 5.20解　　　　散斎藤か一郎後援会

平成15. 5.22解　　　　散あべ真後援会

平成15. 5.31解　　　　散かがやま隆士後援会

平成15. 5.31解　　　　散高橋ひろし後援会

平成15. 6. 3解　　　　散木村祐一後援会

平成15. 6. 7解　　　　散本間忠吉後援会

平成15. 6.10解　　　　散村上三喜郎後援会

平成15. 6.10解　　　　散伊藤昭二郎を励ます会

平成15. 6.12解　　　　散いのうえ玄市後援会

平成15. 6.30解　　　　散税理士による加藤紘一後援会

平成15. 6.30解　　　　散大谷忠志後援会

平成15. 7. 1解　　　　散富樫孝男はげます会

平成15. 7. 1解　　　　散米野やすお後援会
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山形県選挙管理委員会告示第117号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成10年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(その他の政治団体）単位：円

斎藤か一郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 5.20報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1473号平成15年９月９日（火曜日）
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山形県選挙管理委員会告示第118号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成11年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(その他の政治団体）単位：円

斎藤か一郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 5.20報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第119号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成12年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(その他の政治団体）　　単位：円

高橋ひろし後援

会

斎藤か一郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 6.1015. 5.20報告年月日

00収入総額

00　　前年繰越額

00　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第120号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成13年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　単位：円(その他の政治団体）

村山みのる後援

会

高橋ひろし後援

会

斎藤か一郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 5.2015. 6.1015. 5.20報告年月日

000収入総額

000　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第121号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成14年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　単位：円(その他の政治団体）

いのうえ玄市後

援会

伊藤昭二郎を励

ます会
あべ真後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 6.1215. 7. 415. 5.22報告年月日

100,00000収入総額

100,00000　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　単位：円

高橋ひろし後援

会

斎藤か一郎後援

会
木村祐一後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 6.1015. 5.2015. 7.30報告年月日

00100,000収入総額

00100,000　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1473号平成15年９月９日（火曜日）

1085

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第122号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　単位：円

村山みのる後援

会

村上三喜郎後援

会

鶴岡市議会政友

公明クラブ
政 治 団 体 の 名 称

15. 5.2015. 6.1015. 7. 4報告年月日

01,000190,000収入総額

01,000190,000　　前年繰越額

000　　本年収入額

01,000190,000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

01,000190,000　政治活動費

00190,000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

190,000　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

1,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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(その他の政治団体）単位：円（資金管理団体）

あべ真後援会
竹田かずよし後

援会
斎藤金男後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 5.2215. 5.2815. 5.15報告年月日

0665,32610,415収入総額

0536,32610,415　　前年繰越額

0129,0000　　本年収入額

0283,8250支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

129,000　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0283,8250　政治活動費

0

281,825

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

2,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　単位：円

大谷忠志後援会
いのうえ玄市後

援会

伊藤昭二郎を励

ます会
政 治 団 体 の 名 称

15. 7. 415. 6.1215. 7. 4報告年月日

47,022100,0000収入総額

5,022100,0000　　前年繰越額

42,00000　　本年収入額

47,02200支出総額

本年収入の内訳

42,000

42

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

47,02200　政治活動費

47,022

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　単位：円

木村祐一後援会
かがやま隆士後

援会
小川利行後援会政 治 団 体 の 名 称

15. 7.3015. 6. 615. 5. 2報告年月日

100,0001,905,0020収入総額

100,00000　　前年繰越額

01,905,0020　　本年収入額

01,903,5600支出総額

本年収入の内訳

27,000

27

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

01,378,0020　寄附（内訳別掲）

1,378,002　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

500,000　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0694,2760　経常経費

77,300

40,341

86,355

490,280

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

01,209,2840　政治活動費

0

640,500

68,784

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

500,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　単位：円

高橋ひろし後援

会

税理士による加

藤紘一後援会

斎藤か一郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 6.1015. 6.3015. 5.20報告年月日

052,5160収入総額

052,5160　　前年繰越額

000　　本年収入額

052,5160支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

02400　経常経費

240

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

052,2760　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

52,276

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　単位：円

本間忠吉後援会
富樫孝男はげま

す会

鶴岡市議会政友

公明クラブ
政 治 団 体 の 名 称

15. 6.1215. 7. 315. 7. 4報告年月日

14,1753,4200収入総額

8923,4200　　前年繰越額

13,28300　　本年収入額

14,1753,4200支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

13,28300　寄附（内訳別掲）

13,283　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

14,1753,4200　政治活動費

0

3,420

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

14,175

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤金男後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

 

　　　単位：円

米野やすお後援

会

村山みのる後援

会

村上三喜郎後援

会
政 治 団 体 の 名 称

15. 7.1115. 5.2015. 6.10報告年月日

2,20000収入総額

2,20000　　前年繰越額

000　　本年収入額

2,20000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

2,20000　経常経費

2,200

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無

斎　藤　金　男 酒田市議会議員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田かずよし後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

〇事業収入の内訳

　事業の種類　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　額

　その他の催し物事業（後援会役員会）　　　　　 18,000円

　その他の催し物事業（後援会役員会）　　　　　 12,000円

　その他の催し物事業（後援会役員会）　　　　　 69,000円

　その他の催し物事業（後援会役員会）　　　　　 30,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かがやま隆士後援会

〇寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　　　　　　　　住所・所在地

〇借入先の内訳

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　借　入　先　　　　　　　　　　　金　　　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第123号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により資金管理団体でなくなった旨の届出があっ

た。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第124号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団

体の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

届 出 年 月 日主たる事務所の所在地資金管理団体の名称公職の種類代表者の氏名

平成14.12.31天童市大字道満165－１定山政治経済研究会山形県議伊 藤 定 夫

同   12. 1西村山郡朝日町大字石須部30長岡健一後援会朝日町議長 岡 健 一

平成15. 4.30山形市北町４－12－12竹田かずよし後援会山形市議竹 田 和 義

竹　田　和　義 山形市議会議員

加賀山　隆　士 1,300,000円 山形市

　　指 定 取 消 年 月 日　　　　資 金 管 理 団 体 の 名 称　　公職の候補者の氏名

平成15. 5.15斎藤金男後援会斎 藤 金 男

山形市西田１－10－16 渡　部　　　功 500,000円
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山形県選挙管理委員会告示第125号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成13年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成15年９月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

（その他の政治団体） 　単位：円（政　党）

岩崎かいち後援

会
伊藤恒彦後援会

自由民主党余目

支部
政 治 団 体 の 名 称

15. 3.2715. 3.2715. 3.31報告年月日

3,47201,339,965収入総額

3,4720539,354　　前年繰越額

00800,611　　本年収入額

00869,526支出総額

本年収入の内訳

80,400

67

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

720,000　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

211

211

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00367,225　経常経費

300,000

38,555

28,670

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00502,301　政治活動費

00

286,972

158,329

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

57,000　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　単位：円

明るい鶴岡をつ

くる市民の会

高橋つよし後援

会

佐々木知夫を励

ます会
政 治 団 体 の 名 称

15. 3.2715. 3.2615. 3.28報告年月日

03,0000収入総額

03,0000　　前年繰越額

000　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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  公　　　　　告  

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により、都市計画の案を作成することについて、次のと

おり公聴会を開催する。

　　平成15年９月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

単位：円

増川おさむを励

ます会
政 治 団 体 の 名 称

15. 3.27報告年月日

28,600収入総額

28,600　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無



山　　形　　県　　公　　報 第1473号平成15年９月９日（火曜日）

1096

１　日時及び場所

場　　　　　　　　　　　　　　所日　　　　　時都市計画区域の名称

米沢市金池七丁目１番50号

置賜総合支庁講堂

平成15年９月25日(木)

午前10時
川 西 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時30分
高 畠 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後３時30分
南 陽 都 市 計 画 区 域

長井市高野町二丁目３番１号

置賜総合支庁西庁舎401会議室

　　　　 同 　　　　

午前10時
長 井 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時
小 国 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後３時
白 鷹 都 市 計 画 区 域

東田川郡三川町大字横山字袖東19番地１

庄内総合支庁12号、13号会議室

平成15年９月26日(金)

午前10時
酒 田 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時30分
鶴 岡 都 市 計 画 区 域

東田川郡三川町大字横山字袖東19番地１

庄内総合支庁講堂１号、２号会議室

平成15年９月29日(月)

午前10時
余 目 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時30分
遊 佐 都 市 計 画 区 域

寒河江市大字西根字石川西355番地

村山総合支庁西庁舎西棟講堂

　　　　 同 　　　　

午前10時
西 川 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時30分
朝 日 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後３時
大 江 都 市 計 画 区 域

平成15年９月30日(火)

午前10時
河 北 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時30分
寒 河 江 都 市 計 画 区 域

村山市楯岡笛田四丁目５番１号

村山総合支庁北庁舎講堂

平成15年10月２日(木)

午前９時
村 山 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午前10時30分
東 根 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時
尾 花 沢 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後２時30分
大 石 田 都 市 計 画 区 域

米沢市金池七丁目１番50号

置賜総合支庁講堂

平成15年10月７日(火)

午前10時
米 沢 都 市 計 画 区 域

新庄市金沢字大道上2034番地

最上総合支庁講堂

平成15年10月８日(水)

午前９時30分
新 庄 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午前11時
金 山 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後１時30分
最 上 都 市 計 画 区 域



山　　形　　県　　公　　報 第1473号平成15年９月９日（火曜日）

1097

２　都市計画の案の概要

　次のとおりとする。（「次のとおり」は省略し、その関係図書を土木部都市計画課及びそれぞれの都市計画区域

を所管する総合支庁建設部都市計画課、道路計画課、西村山道路計画課、北村山道路計画課又は西置賜道路計画

課に備え置いて閲覧に供する。）

３　そ の 他

　公聴会に出席して意見を述べようとする者は、意見の趣旨、その理由並びに住所及び氏名を記載した書面を

次により提出すること。

提　　　出　　　場　　　所提　出　期　限都市計画区域の名称

土木部都市計画課又は置賜総合支庁建設部道路計画課平成15年９月19日(金)

川 西 都 市 計 画 区 域

高 畠 都 市 計 画 区 域

南 陽 都 市 計 画 区 域

土木部都市計画課又は置賜総合支庁建設部西置賜道路

計画課
同

長 井 都 市 計 画 区 域

小 国 都 市 計 画 区 域

白 鷹 都 市 計 画 区 域

土木部都市計画課又は庄内総合支庁建設部道路計画課同

酒 田 都 市 計 画 区 域

鶴 岡 都 市 計 画 区 域

同平成15年９月24日(水)

余 目 都 市 計 画 区 域

遊 佐 都 市 計 画 区 域

土木部都市計画課又は村山総合支庁建設部西村山道路

計画課
同

西 川 都 市 計 画 区 域

朝 日 都 市 計 画 区 域

大 江 都 市 計 画 区 域

同平成15年９月25日(木)

河 北 都 市 計 画 区 域

寒 河 江 都 市 計 画 区 域

村 山 都 市 計 画 区 域

東 根 都 市 計 画 区 域

　　　　 同 　　　　

午後３時
真 室 川 都 市 計 画 区 域

山形市鉄砲町二丁目19番68号

村山総合支庁603会議室

平成15年10月16日(木)

午後２時
山形広域都市計画区域
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　 の書面を提出した者のうち同趣旨の意見のものが多数ある場合には、公聴会において意見を述べることが

できる者を選定することがある。

　公聴会の運営上必要がある場合には、公述時間を制限することがある。

　代理人による意見の陳述は、認めない。

　詳細については、山形市松波二丁目８番１号土木部都市計画課（電話023（630）2588）に問い合わせること。

正　　　　　誤

土木部都市計画課又は村山総合支庁建設部北村山道路

計画課

平成15年９月26日(金)
尾 花 沢 都 市 計 画 区 域

大 石 田 都 市 計 画 区 域

土木部都市計画課又は置賜総合支庁建設部道路計画課平成15年10月２日(木)米 沢 都 市 計 画 区 域

土木部都市計画課又は最上総合支庁建設部道路計画課平成15年10月３日(金)

新 庄 都 市 計 画 区 域

金 山 都 市 計 画 区 域

最 上 都 市 計 画 区 域

真 室 川 都 市 計 画 区 域

土木部都市計画課又は村山総合支庁建設部都市計画課平成15年10月10日(金)山形広域都市計画区域
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